
水 道 事 業 会 計 予 算



　議案第４４号

　（総則）

第１条　令和５年度藤岡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）給 水 戸 数 戸

（２）年間総給水量 ㎥

（３）一日平均給水量 ㎥

（４）主な建設改良事業 

　　　　一 般 拡 張 事 業 千円

　　　　設 備 改 良 事 業 千円

　　　　負 担 工 事 事 業 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

　第１款　水 道 事 業 収 益 千円 　第１款　水 道 事 業 費 用 千円

　　第１項　営 業 収 益 千円 　　第１項　営 業 費 用 千円

　　第２項　営 業 外 収 益 千円 　　第２項　営 業 外 費 用 千円

　　第３項　特 別 利 益 千円 　　第３項　特 別 損 失 千円

　　第４項　予 備 費 千円20,000

1,277,047 1,278,372

141,336 75,134

2 601

1,418,385 1,374,107

令和５年度藤岡市水道事業会計予算

27,000

8,113,577

22,229

45,060

597,876

17,296

収　　　　　　入 支　　　　　　出

-1-



-2-

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額872,107千円は、当年度分消費税及

　び地方消費税資本的収支調整額60,471千円、過年度分損益勘定留保資金811,636千円で補てんするものとする。）

　第１款　資 本 的 収 入 千円 　第１款　資 本 的 支 出 千円

　　第１項　企 業 債 千円 　　第１項　建 設 改 良 費 千円

　　第２項　負 担 金 千円 　　第２項　企 業 債 償 還 金 千円

　　第３項　予 備 費 千円

　（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

保美取水場Ｎｏ．３取水ポンプ更新
工事費

令和５年度から令和６年度まで 105,000 千円

令和５年度から令和６年度まで 53,000 千円

期　　　間

千円275,000令和５年度から令和１０年度まで

限　度　額事　　　　　項

藤岡インターチェンジ北口線に係る
第８水源地移設更新工事費

令和６年度 119,000 千円

中央浄水場沈殿池盤更新工事費

収　　　　　　入 支　　　　　　出

254,196 1,126,303

236,900 666,445

水道情報統合システム導入事業 令和５年度から令和１０年度まで 65,000 千円

上の山浄水場更新工事費 令和６年度から令和７年度まで 1,143,000 千円

中央浄水場夜間運転監視業務委託費 令和５年度から令和８年度まで 25,000 千円

17,296 429,858

30,000

窓口・料金徴収業務委託費



　（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

　（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　水道事業費用の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

　議会の議決を経なければならない。

（１）職 員 給 与 費 千円

（２）交 際 費 千円

　（たな卸資産購入限度額）

第１０条　たな卸資産の購入限度額は20,000千円と定める。

　令和５年２月２７日提出

　令和５年３月１７日可決

186,679

10

藤岡市長　　新　井　雅　博

起債の目的 限　度　額 起債の方法 利　　　　　率 償　　還　　の　　方　　法

老朽管更新事業 15,300

証書借入
又は

証券発行

　年５．０％以内
（ただし、利率見直し方式

で借り入れる政府資金・地方
公共団体金融機構及び銀行そ
の他の資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率。）

政府資金については、その融資条件によ
り、銀行その他の場合には、その債権者と協
定するものによる。
ただし、企業財政の都合により据置期間及

び償還期限の短縮、若しくは繰上償還又は低
利に借換することができる。

中央監視装置更新事業 221,600

計 236,900
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水 道 事 業 会 計 予 算 に 関 す る 説 明書



令和５年度藤岡市水道事業会計予算実施計画　･･･････････････････････････････････････････････････････ ４

令和５年度藤岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書　･･･････････････････････････････････････ ８
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債務負担行為に関する調書　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ １７
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　収　　入 （単位：千円）

予定額 備　　　　　考

１ 水道事業収益 1,418,385

１ 営業収益 1,277,047

１ 給水収益 1,214,007 水道料金収入（課税）

２ 受託工事収益 37,479 給水工事（課税）、他からの依頼工事（不課税）

３ 加入金 23,760 水道加入金（課税）

４ その他の営業収益 1,801 材料売却（課税）及び手数料（非課税）

２ 営業外収益 141,336

１ 受取利息及び配当金 60 預金利息（非課税）

２ 賃貸料 20,563 施設使用料（課税及び非課税）

３ 負担金 19,631 使用料徴収事務及び施設使用に対する負担金（課税）

４ 長期前受金戻入 99,964 繰延収益（長期前受金）の償却（不課税）

５ 雑収益 1,118 指定給水装置工事事業者指定手数料（非課税）

３ 特別利益 2

１ 固定資産売却収益 1 固定資産の売却

２ 過年度損益修正益 1 過年度分の損益の修正

令和５年度藤岡市水道事業会計予算実施計画

（収益的収入及び収益的支出）

款 項 目



　支　　出 （単位：千円）

予定額 備　　　　　考

１ 水道事業費用 1,374,107

１ 営業費用 1,278,372

１ 原水及び浄水費 349,688 取水及び浄水施設等の維持管理費

２ 配水及び給水費 166,009 配水施設等の維持管理費

３ 受託給水工事費 83,868 給水装置工事等の維持管理費

４ 業務費 65,479 事業収入に伴う管理費

５ 総係費 76,771 一般管理費

６ 減価償却費 522,550 資産の減価償却費（不課税）

７ 資産減耗費 14,006 資産の除却、たな卸資産減耗費（不課税）

８ その他営業費用 1 材料売却原価（不課税）

２ 営業外費用 75,134

１ 支払利息及び企業債取扱諸費 69,479 企業債利息（非課税）

２ 消費税及び地方消費税 5,655 消費税及び地方消費税

３ 特別損失 601

１ 固定資産売却損 1 固定資産の売却損（不課税）

２ 過年度損益修正損 600 減免等に伴う調定減（課税）

４ 予備費 20,000

１ 予備費 20,000

款 項 目
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　収　　入 （単位：千円）

予定額 備　　　　　考

１ 資本的収入 254,196

１ 企業債 236,900

１ 企業債 236,900 老朽管更新事業、中央監視装置更新事業に伴う企業債（不課税）

２ 負担金 17,296

１ 一般会計負担金 2,583 消火栓新設に伴う負担金（不課税）

２ 工事負担金 14,713 配水管移設等補償金（不課税）

（資本的収入及び資本的支出）

款 項 目



　支　　出 （単位：千円）

予定額 備　　　　　考

１ 資本的支出 1,126,303

１ 建設改良費 666,445

１ 一般拡張費 45,060 配水管布設工事（課税）

２ 設備改良費 597,876 老朽管布設替工事、浄水施設整備費等（課税）

３ 負担工事費 17,296 配水管移設等工事（課税）

４ 固定資産購入費 6,213 機械及び装置購入（課税）、量水器出庫（不課税）

２ 企業債償還金 429,858

１ 企業債償還金 429,858 企業債償還金（不課税）

３ 予備費 30,000

１ 予備費 30,000

款 項 目
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１　業務活動によるキャッシュ・フロー
　（１）当期純利益
　（２）減価償却費
　（３）固定資産除却費
　（４）貸倒引当金の増減額　（△は減少）
　（５）長期前受金戻入額
　（６）引当金の増減額　（△は減少）
　（７）受取利息及び受取配当金
　（８）支払利息
　（９）未収金の増減額　（△は増加）
　（10）たな卸資産の増減額　（△は増加）
　（11）その他流動資産の増減額　（△は増加）
　（12）未払金の増減額　（△は減少）
　（13）前受金の増減額　（△は減少）
　（14）その他流動負債の増減額　（△は減少）
　　　　小計
　（15）利息及び配当金の受取額
　（16）利息の支払額
　　　　業務活動によるキャッシュ・フロー

２　投資活動によるキャッシュ・フロー
　（１）有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出
　（２）有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入
　（３）他会計負担金による収入
　（４）国庫補助金等による収入
　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

３　財務活動によるキャッシュ・フロー
　（１）建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入
　（２）建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出
　（３）他会計からの出資による収入
　　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　資金増加額（又は減少額）
　　　資金期首残高
　　　資金期末残高

1,616,719,322
1,175,178,910

△ 429,858,000
0

△ 192,958,000

△ 441,540,412

236,900,000

△ 69,479,000
340,095,506

△ 605,973,918
0

17,296,000
0

△ 588,677,918

60,000

△ 99,964,000
6,811,000
△ 60,000

69,479,000
△ 47,548,163
△ 15,612,819

0
△ 42,333,123

0
468,674

409,514,506

29,000

令和５年度藤岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

1,988,937
522,550,000
13,706,000

（単位：円）



１　総括 (単位：千円）

特別職 一般職 退　職

(人） (人） 給付費

(5)

0 22

(5)

0 22

(0)

0 0

　（　）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の職員数

職　員　数

前年度

報　酬 給　料 手　当

51,480 173,185

比　較 △ 679 5,325 2,685 5,000 12,331 1,163 13,494

3,301 87,886 1,000 143,667 29,518

合　計

給　　　　与　　　　費

法定福利費

給　　与　　費　　明　　細　　書

30,681 186,679

計

本年度 2,622 93,211 54,165 6,000 155,998

区　　　　分
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(単位：千円）

特殊勤務 時間外勤務
手　　当 手　　　当

本年度 2,454 480 1,563 1,228 6,031 6,279 19,290 16,840 54,165

前年度 2,532 432 1,536 1,228 5,428 6,230 18,484 15,610 51,480

比　較 △ 78 48 27 0 603 49 806 1,230 2,685

　（注）　・　本年度の期末勤勉手当には、翌年度６月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額１２，１１４千円が含まれる。
　　　　　・　本年度の法定福利費には、翌年度６月期末勤勉手当支給に伴う法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額
　　　　　　２，４０３千円が含まれる。

手当の
内　訳

区　分 扶養手当 住居手当通勤手当 勤勉手当 計期末手当管理職手当



２　 給料及び手当の増減額の明細

区　分 増減額(千円） 説　　　　明

給　料 5,325 給与改定に伴う増減分 265 平均改定率0.3％

普通昇給に伴う増加分 307 平均昇給率1.39％

その他の増減分 4,753 構成の変動等

手　当 2,685 制度改正に伴う増減分 793 勤勉手当支給率の引上げ

（引上率0.10月）

その他の増減分 1,892 構成の変動等

増減事由別内訳(千円） 備　　　　　考
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３　 給料及び手当の状況

（１）職員１人当たり給与

(円） 321,767

(円） 372,836

(歳） 44.9

(円） 315,771

(円） 358,190

(歳） 43.0

（２）初任給

高　校　卒 154,600 154,600

短　大　卒 164,100 164,100

大　学　卒 185,200 185,200

高　校　卒 150,600 150,600

短　大　卒 160,100 160,100

大　学　卒 182,200 182,200

一般会計の制度

行政職(円）

令和５年１月１日現在

令和４年１月１日現在

令和４年１月１日現在

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢

区　　　分 学　歴 行政職(円）

区　　　　　　　分 職員１人当たり

令和５年１月１日現在

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢



（３）級別職員数

級 職 員 数 ( 人 )

８　級 1

７　級 1

６　級 2

５　級 2

４　級 3

３　級 8

(1)

3

１　級 1

(1)

21

８　級 1

７　級

６　級 3

５　級 2

４　級 3

３　級 7

(2)

2

１　級 3

(2)

21

　（　）内は、再任用短時間勤務職員の職員数

　係長代理

14.3 　係長・主査

　部長

計
(100.0)

100.0

令和５年１月１日現在

4.8

4.8 　参事

9.5 　課長補佐

9.5 　課長

　部長

4.7 　主事・技師

２　級
(100.0)

　主任
14.3

38.1

区 分
行 政 職

構 成 比 ( ％ ) 標準的な職務内容

令和４年１月１日現在

２　級 　主任

計
(100.0)

100.0

4.8

　参事

14.3 　課長

(100.0)

9.5

14.3 　主事・技師

9.5 　課長補佐

14.3 　係長・主査

33.3 　係長代理
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（４）昇給

（人）

（人）

２ 号 給 （人）

３ 号 給 （人）

４ 号 給 （人）

(％)

（人）

（人）

２ 号 給 （人）

３ 号 給 （人）

４ 号 給 （人）

(％）

号給数別
内　　訳

比　率 （B）／（A）

令和５年１月１日現在

　昇給に係る職員数 (B)

3

　職　　員　　数　 (A) 21

号給数別
内　　訳

区　　　　　　　　　　　　　　　分

19

2

2

14

90.5

行　政　職

令和４年１月１日現在

　職　　員　　数　 (A) 21

　昇給に係る職員数 (B) 19

比　率 （B）／（A） 90.5

4

13



（５）特殊勤務手当

（６）期末手当・勤勉手当

6月 (月分） 12月 (月分）

(1.15) (1.15)

2.2 2.2

(1.125) (1.125)

2.15 2.15

(1.15) (1.15)

2.2 2.2

　（　）内は、再任用短時間勤務職員の支給率

一般会計の制度
(2.3)

有
4.4

本　　年　　度
(2.3)

有
4.4

前　　年　　度
(2.25)

有
4.3

備　　考

　支給対象職員の比率　　　　（％）

区　　　　　　　　　分

　給料総額に対する比率　　　（％）

　　　(令和５年１月１日現在）

　支給対象職員1人当たり平均支給月額(円）

　特殊勤務手当の名称

区　　　　　分
支給期別支給率

支給率計(月分）
　 職制上の段階、職務の
　 級等による加算措置

行　政　職

0.52

40.91

4,000

業務手当
　塩素の取り扱い及び当該施設の維持管理に従事した職員
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（７）定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

２０年勤続の者 ２５年勤続の者 ３５年勤続の者 最　高　限　度
（月分） （月分） （月分） （月分）

支　給　率　等 24.586875 33.27075 47.709 47.709 国に同じ

一般会計の制度

(支給率等）

（８）その他の手当

区　　　分

扶　養　手　当

住　居　手　当

通　勤　手　当 同　　　　じ

一般会計の制度との異同 差異の内容

同　　　　じ

同　　　　じ

区　　　分 その他の加算措置等 備　　考

24.586875 33.27075 47.709 47.709 国に同じ



(単位：千円）

期　　間 金　　額 期　　間 金　　額

営業収益
47,058

営業収益
9,253

営業収益
7,700

損益勘定留保資金等
444,000

令和５年度から 営業収益

令和１０年度まで 275,000

令和５年度から 営業収益

令和１０年度まで 65,000

令和５年度から 営業収益

令和８年度まで 25,000

令和６年度から 損益勘定留保資金等

令和７年度まで 1,143,000

令和５年度から 損益勘定留保資金等

令和６年度まで 53,000

令和５年度から 損益勘定留保資金等

令和６年度まで 105,000

損益勘定留保資金等
119,000

令和６年度
藤岡インターチェンジ北口線に係る第８水
源地移設更新工事費

119,000 119,000

保美取水場Ｎｏ．３取水ポンプ更新工事費 105,000 105,000

中央浄水場沈殿池盤更新工事費 53,000 53,000

令和５年度

令和５年度

令和５年度

中央浄水場夜間運転監視業務委託費 25,000 25,000

中央監視装置更新工事費 444,000 444,000令和５年度

上の山浄水場更新工事費 1,143,000 1,143,000

水道情報統合システム導入事業 65,000 65,000

窓口・料金徴収業務委託費 275,000 275,000

中央浄水場夜間運転監視業務委託費 25,176 令和２年度から 15,400 7,700

債　務　負　担　行　為　に　関　す　る　調　書

事　　項 限度額
前年度末までの支払義務発生(見込)額 当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

窓口・料金徴収業務委託費 253,000 平成３０年度から 187,805 47,058

水道情報統合システム導入事業 55,000 平成３０年度から 36,996 9,253
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１　固 定 資 産
（１）　有 形 固 定 資 産
　　　イ　土　　　地
　　　ロ　建　　　物
　　　　　減価償却累計額
　　　ハ　構　築　物
　　　　　減価償却累計額
　　　ニ　機械及び装置
　　　　　減価償却累計額
　　　ホ　量　水　器
　　　　　減価償却累計額
　　　ヘ　車両運搬具
　　　　　減価償却累計額
　　　ト　工具、器具及び備品
　　　　　減価償却累計額
　　　チ　建設仮勘定

　　　　有 形 固 定 資 産 合 計

（２）　無 形 固 定 資 産
　　　イ　ダム使用権
　　　ロ　ソフトウェア

　　　　無 形 固 定 資 産 合 計

　　　　固 定 資 産 合 計 14,886,342,061

12,076,834,917

0

2,809,507,144

2,809,507,144

208,435,640

47,858,630
△ 44,236,953 3,621,677

22,019,038
△ 18,981,799 3,037,239

93,619,622
△ 57,923,780 35,695,842

5,228,089,044
△ 3,736,865,950 1,491,223,094

18,711,428,733
△ 9,032,346,716 9,679,082,017

689,278,206
△ 436,443,246 252,834,960

令和５年度藤岡市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和６年３月３１日）

資　　産　　の　　部

402,904,448

（単位：円）



 ２　流 動 資 産
（１）　現 金 ・ 預 金

（２）　未 収 金
　　　イ　営 業 未 収 金
　　　ロ　営 業 外 未 収 金
　　　ハ　そ の 他 未 収 金
　　　　貸 倒 引 当 金

（３）　貯 蔵 品
　　　イ　材　　　料
　　　ロ　貯 蔵 量 水 器

　　　　流 動 資 産 合 計

　　　　資 産 合 計 16,223,481,600

1,337,139,539

4,877,000 37,386,499
32,509,499

△ 577,000 124,574,130

30,857,100
0

94,294,030

1,175,178,910
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 ３　固 定 負 債
（１）　企 業 債
　　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債
　　　　企 業 債 合 計

（２）　引 当 金
　　　イ　退 職 給 付 引 当 金
　　　ロ　修 繕 引 当 金
　　　　引 当 金 合 計

　　　　固 定 負 債 合 計

 ４　流 動 負 債
（１）　企 業 債
　　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債
　　　　企 業 債 合 計

（２）　未 払 金
　　　イ　営 業 未 払 金
　　　ロ　そ の 他 未 払 金
　　　ハ　未払消費税及び地方消費税

（３）　引 当 金
　　　イ　賞 与 引 当 金
　　　ロ　法定福利費引当金
　　　　引 当 金 合 計

（４）　そ の 他 流 動 負 債
　　　イ　預 り 金

　　　　流 動 負 債 合 計

 ５　繰 延 収 益
　　　　長 期 前 受 金
　　　　収 益 化 累 計 額
　　　　繰 延 収 益 合 計

　　　　負 債 合 計 7,450,414,871

△ 1,780,626,672
2,871,728,569

4,652,355,241

482,885,643

35,707,490 35,707,490

2,403,000
14,517,000

12,114,000

5,654,800 20,130,153

14,475,353
0

412,531,000
412,531,000

4,095,800,659

81,594,299

43,005,000
38,589,299

負　　債　　の　　部

4,014,206,360
4,014,206,360



 ６　資 本 金
　　　　資 本 金

 ７　剰 余 金
（１）　資 本 剰 余 金
　　　イ　受 贈 財 産 評 価 額
　　　ロ　工 事 負 担 金
　　　ハ　国 県 補 助 金
　　　ニ　他 会 計 負 担 金
　　　ホ　他 会 計 補 助 金

　　　　資 本 剰 余 金 合 計

（２）　利 益 剰 余 金
　　　イ　減 債 積 立 金
　　　ロ　当年度未処分利益剰余金

　　　　利 益 剰 余 金 合 計

　　　　剰 余 金 合 計

　　　　資 本 合 計

　　　　負 債 資 本 合 計 16,223,481,600

8,773,066,729

562,333,500

279,178,712

0
279,178,712

283,154,788

19,172,821
12,073,079

139,303,067
14,686,315

97,919,506

資　　本　　の　　部

8,210,733,229
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　注記

Ⅰ．重要な会計方針

　平成２６年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。

　１　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　たな卸資産（貯蔵品）　　　　　先入先出法による原価法。

　２　固定資産の減価償却の方法

　（１）　有形固定資産

　　・減価償却の方法　　　　　　　定額法による。

　　・主な耐用年数
　　　　建物　　　　　　　　　　　２０～５０年
　　　　構築物　　　　　　　　　　１０～６０年
　　　　機械及び装置　　　　　　　 ６ ～２０年
　　　　器具及び備品　　　　　　　 ２ ～１５年
　（２）　無形固定資産

　　・減価償却の方法　　　　　　　定額法による。

　　・主な耐用年数
　　　　ダム使用権　　　　　　　　　　　５５年
　　　　ソフトウェア　　　　　　　　　　　５年
　３　引当金の計上方法

　（１）　退職給付引当金

　　　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額（簡便法により算出）に相当する金額を計上している。

　　　なお、一般会計が負担すると見込まれる金額５１，４６６千円は除く。

　（２）　賞与引当金

　　　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月まで

　　の４ヶ月分）を計上している。

　（３）　法定福利費引当金

　　　職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額

　　（１２月から３月までの４ヶ月分）を計上している。

　（４）　貸倒引当金

　　　債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

　４　消費税及び地方消費税の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。



Ⅱ．予定貸借対照表等関連

　１　担保に供している資産及びこれに対応する債務はなし。

　２　企業債の償還に係る他会計の負担はなし。

　３　重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項はなし。

　４　引当金の取崩し

　（１）　賞与引当金の取崩し

　　　令和５年度において、期末手当及び勤勉手当として３５，５７６千円を支給することとなったため、賞与引当金１１，６４６千円を取り

　　り崩した。

　（２）　法定福利費引当金の取崩し

　　　令和５年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として７，０５５千円を支給することとなったため、法定福利費引当金

　　２，０６０千円を取り崩した。

　（３）　貸倒引当金の取崩し

　　　令和５年度において、債権の不納欠損による損失５４８千円に充てることとなったため、貸倒引当金５４８千円を取り崩した。

Ⅲ．リース契約により使用する固定資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅳ．その他の注記

　新会計基準移行に係る経過措置

　（１）　修繕引当金に関する経過措置

　　　平成２６年３月３１日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

　（２）　みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

　　　平成２６年３月３１日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、現に資本剰余金として整理している額については、

　　平成２６年３月３１日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたす

　　べての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整

　　理している。
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１　営 業 収 益
（１）　給 水 収 益
（２）　受 託 工 事 収 益
（３）　加 入 金
（４）　そ の 他 営 業 収 益

２　営 業 費 用
（１）　原 水 及 び 浄 水 費
（２）　配 水 及 び 給 水 費
（３）　受 託 給 水 工 事 費
（４）　業 務 費
（５）　総 係 費
（６）　減 価 償 却 費
（７）　資 産 減 耗 費
（８）　そ の 他 営 業 費 用

　　　営 業 利 益

３　営 業 外 収 益
（１）　受 取 利 息 及 び 配 当 金
（２）　賃 貸 料
（３）　負 担 金
（４）　他 会 計 補 助 金
（５）　長 期 前 受 金 戻 入
（６）　雑 収 益

４　営 業 外 費 用
（１）　支払利息及び企業債取扱諸費
（２）　雑 支 出

　　　経 常 利 益

令和４年度藤岡市水道事業予定損益計算書（前年度分）
（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

980,043,384

2,025,910 1,040,214,387

（単位：円）

33,065,093
25,080,000

141,068,382
46,132,827

300,897,665

550,646,000
719,000

60,334,551
69,902,288

△ 129,487,326

1,000 1,169,701,713

17,821,065
18,678,549

60,000

100,851,000
609,138 276,821,752

138,802,000

51,813,711

79,759,000
15,761,715 95,520,715 181,301,037



５　特 別 利 益
（１）　固 定 資 産 売 却 益
（２）　過 年 度 損 益 修 正 益

６　特 別 損 失
（１）　固 定 資 産 売 却 損
（２）　過 年 度 損 益 修 正 損

　　　当 年 度 純 利 益

　　　前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 

　　　当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 

910
926 1,836

1,000
828,183 829,183 △ 827,347

50,986,364

277,189,775

226,203,411
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１　固 定 資 産
（１）　有 形 固 定 資 産
　　　イ　土　　　地
　　　ロ　建　　　物
　　　　　減価償却累計額
　　　ハ　構　築　物
　　　　　減価償却累計額
　　　ニ　機械及び装置
　　　　　減価償却累計額
　　　ホ　量　水　器
　　　　　減価償却累計額
　　　ヘ　車両運搬具
　　　　　減価償却累計額
　　　ト　工具、器具及び備品
　　　　　減価償却累計額
　　　チ　建設仮勘定

　　　　有 形 固 定 資 産 合 計

（２）　無 形 固 定 資 産
　　　イ　ダム使用権
　　　ロ　ソフトウェア

　　　　無 形 固 定 資 産 合 計

　　　　固 定 資 産 合 計

△ 43,883,953 3,974,677
279,338,366

14,816,624,143

11,944,247,999

2,872,376,144

5,340,000
2,867,036,144

△ 17,730,799 4,288,239
47,858,630

22,019,038
△ 57,378,780 35,462,842

92,841,622
△ 3,814,239,928 1,028,604,457

4,842,844,385
△ 8,663,320,716 9,923,308,010
18,586,628,726

令和４年度藤岡市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（令和５年３月３１日）

資　　産　　の　　部

402,419,448

（単位：円）

△ 422,426,246 266,851,960
689,278,206



 ２　流 動 資 産
（１）　現 金 ・ 預 金

（２）　未 収 金
　　　イ　営 業 未 収 金
　　　ロ　営 業 外 未 収 金
　　　ハ　そ の 他 未 収 金
　　　　貸 倒 引 当 金

（３）　貯 蔵 品
　　　イ　材　　　料
　　　ロ　貯 蔵 量 水 器

　　　　流 動 資 産 合 計

　　　　資 産 合 計 16,532,172,112

1,715,547,969

2,655,000 21,773,680
19,118,680

△ 548,000 77,054,967

0
0

77,602,967

1,616,719,322
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 ３　固 定 負 債
（１）　企 業 債
　　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債
　　　　企 業 債 合 計

（２）　引 当 金
　　　イ　退 職 給 付 引 当 金
　　　ロ　修 繕 引 当 金
　　　　引 当 金 合 計

　　　　固 定 負 債 合 計

 ４　流 動 負 債
（１）　企 業 債
　　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債
　　　　企 業 債 合 計

（２）　未 払 金
　　　イ　営 業 未 払 金
　　　ロ　そ の 他 未 払 金
　　　ハ　未払消費税及び地方消費税

（３）　引 当 金
　　　イ　賞 与 引 当 金
　　　ロ　法定福利費引当金
　　　　引 当 金 合 計

（４）　そ の 他 流 動 負 債
　　　イ　預 り 金

　　　　流 動 負 債 合 計

 ５　繰 延 収 益
　　　　長 期 前 受 金
　　　　収 益 化 累 計 額
　　　　繰 延 収 益 合 計

　　　　負 債 合 計 7,761,094,320

2,954,396,569

4,635,059,241
△ 1,680,662,672

541,266,092

35,238,816 35,238,816

13,706,000

11,646,000
2,060,000

7,435,000
41,143,100 62,463,276

13,885,176

429,858,000
429,858,000

4,265,431,659

38,589,299
75,594,299

37,005,000

4,189,837,360

負　　債　　の　　部

4,189,837,360



 ６　資 本 金
　　　　資 本 金

 ７　剰 余 金
（１）　資 本 剰 余 金
　　　イ　受 贈 財 産 評 価 額
　　　ロ　工 事 負 担 金
　　　ハ　国 県 補 助 金
　　　ニ　他 会 計 負 担 金
　　　ホ　他 会 計 補 助 金

　　　　資 本 剰 余 金 合 計

（２）　利 益 剰 余 金
　　　イ　減 債 積 立 金
　　　ロ　当年度未処分利益剰余金

　　　　利 益 剰 余 金 合 計

　　　　剰 余 金 合 計

　　　　資 本 合 計

　　　　負 債 資 本 合 計 16,532,172,112

8,771,077,792

560,344,563

277,189,775

0
277,189,775

283,154,788

19,172,821
12,073,079

139,303,067
14,686,315

97,919,506

資　　本　　の　　部

8,210,733,229
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　注記

Ⅰ．重要な会計方針
　平成２６年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。
　１　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　たな卸資産（貯蔵品）　　　　　先入先出法による原価法。
　２　固定資産の減価償却の方法
　（１）　有形固定資産
　　・減価償却の方法　　　　　　　定額法による。
　　・主な耐用年数
　　　　建物　　　　　　　　　　　２０～５０年
　　　　構築物　　　　　　　　　　１０～６０年
　　　　機械及び装置　　　　　　　 ６ ～２０年
　　　　器具及び備品　　　　　　　 ２ ～１５年
　（２）　無形固定資産
　　・減価償却の方法　　　　　　　定額法による。
　　・主な耐用年数
　　　　ダム使用権　　　　　　　　　　　５５年
　　　　ソフトウェア　　　　　　　　　　　５年
　３　引当金の計上方法
　（１）　退職給付引当金
　　　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額（簡便法により算出）に相当する金額を計上している。
　　　なお、一般会計が負担すると見込まれる金額３７，３８６千円は除く。
　（２）　賞与引当金
　　　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月まで
　　の４ヶ月分）を計上している。
　（３）　法定福利費引当金
　　　職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額
　　（１２月から３月までの４ヶ月分）を計上している。
　（４）　貸倒引当金
　　　債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
　４　消費税及び地方消費税の会計処理
　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。



Ⅱ．予定貸借対照表等関連

　１　担保に供している資産及びこれに対応する債務はなし。

　２　企業債の償還に係る他会計の負担はなし。

　３　重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項はなし。

　４　引当金の取崩し

　（１）　退職給付引当金の取崩し

　　　令和４年度において、退職手当として７，４３５千円を支給することとなったため、退職給付引当金７，４３５千円を取り崩した。

　（２）　賞与引当金の取崩し

　　　令和４年度において、期末手当及び勤勉手当として３１，５１６千円を支給することとなったため、賞与引当金１１，１８３千円を取り

　　崩した。

　（３）　法定福利費引当金の取崩し

　　　令和４年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として６，０６６千円を支給することとなったため、法定福利費引当金

　　２，１７６千円を取り崩した。

　（４）　貸倒引当金の取崩し

　　　令和４年度において、債権の不納欠損による損失３，６０８千円に充てることとなったため、貸倒引当金３，６０８千円を取り崩した。

Ⅲ．リース契約により使用する固定資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅳ．その他の注記

　新会計基準移行に係る経過措置

　（１）　修繕引当金に関する経過措置

　　　平成２６年３月３１日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

　（２）　みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

　　　平成２６年３月３１日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、現に資本剰余金として整理している額については、

　　平成２６年３月３１日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたす

　　べての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整

　　理している。
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